大津町部活動地域移行検討委員会設置要綱
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（設置）
第１条　大津町立中学校の休日における部活動の段階的な地域移行に関して、今後の在り方並びに起こりうる諸問題について協議及び検討するため、大津町部活動地域移行検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　検討委員会は、休日の部活動の地域移行に係る次の事項について検討する。
(1) 部活動の地域移行の取組方針に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関する環境整備に関すること。　
(3) 部活動の地域移行後の運営体制に関すること。
(4) その他、部活動の地域移行に関し必要なこと。
（組織）
第３条　検討委員会は、次の各号に掲げる組織の代表者が委員となり構成し、教育長が任命する。
　(1) 中学校
　(2) 町ＰＴＡ
　(3) 総合型スポーツクラブ
　(4) 町体育協会
　(5) 町スポーツ推進委員
(6) 町文化協会
　(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
（任期）
第４条　委員の任期は４年とする。ただし、再任を妨げない。
２　委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（委員長及び副委員長）
第５条　検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
２　委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第６条　検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
２　教育委員会は、部活動の地域移行に関して検討委員会で協議する必要がある場合は、委員長に対し、協議すべき事項を示して会議の招集を求めることができる。
（守秘義務）
第７条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
（庶務）
第８条　検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。



附　則
この要綱は、交付の日から施行する。
